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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カード状部材の処理機に設けられている、前記カード状部材を処理機内に引き込む搬送
体と、該搬送体に対向して配置された従動ローラーとを備えた、カード状部材の搬送機構
のクリーニングに用いられるローラークリーナーであって、
　シート体と、該シート体とともに前記処理機のカード状部材の投入口に差し込み可能に
、前記シート体にディスク面を添わせて回転自在に取り付けられたクリーニングディスク
とを備え、
　前記投入口から前記搬送機構をクリーニングするクリーニング位置に差し込まれること
により、前記クリーニングディスクが、前記搬送体と従動ローラーに挟圧されて前記搬送
体により回転駆動され、前記従動ローラーが、前記クリーニングディスクの中心を通る、
前記搬送体の搬送方向に対して直交する経線から偏位した位置においてクリーニングされ
ることを特徴とするローラークリーナー。
【請求項２】
　前記シート体には、前記搬送機構によって前記ローラークリーナーが前記投入口から引
き込まれる際に、前記クリーニングディスクのディスク面内に前記従動ローラーが位置す
るよう、前記投入口に当接して前記ローラークリーナーの引き込み位置を規制するストッ
パ部が設けられていることを特徴とする請求項１記載のローラークリーナー。
【請求項３】
　前記シート体は、前記処理機内に配置されている従動ローラーの位置にクリーニングデ
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ィスクの位置を位置合わせして、前記処理機の投入口からの差し込み位置が調節可能な長
さに形成され、前記シート体におけるクリーニングディスクの配置位置が設定されている
ことを特徴とする請求項１記載のローラークリーナー。
【請求項４】
　前記シート体に、前記ローラークリーナーを前記投入口からの差し込み位置の目安とな
る指示部が設けられていることを特徴とする請求項３記載のローラークリーナー。
【請求項５】
　前記クリーニングディスクは、前記シート体の平面領域外に、ディスク面の一部が突出
する配置に設けられていることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載のローラ
ークリーナー。
【請求項６】
　前記クリーニングディスクは、前記シート体の平面領域内にディスク面の全面が位置す
るように配置され、前記シート体に、前記従動ローラーの配置位置に合わせて前記ディス
ク面を部分的に露出させる開口孔が設けられていることを特徴とする請求項１～４のいず
れか一項に記載のローラークリーナー。
【請求項７】
　前記クリーニングディスクは、前記シート体の幅方向の一方に偏位して配置され、
　前記シート体の他方の側縁部が、前記クリーニングディスクが回転駆動された際に、カ
ード状部材の差し込み方向をガイドするガイド部に当接して前記ローラークリーナーをク
リーニング位置に保持する規制部として形成されていることを特徴とする請求項１～６の
いずれか一項に記載のローラークリーナー。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は紙幣識別機に設けられた紙幣の搬送機構、あるいはカード処理機に設けられた
カードの搬送機構のような、カード状部材を搬送して処理する処理機に設けられているカ
ード状部材の搬送機構のクリーニングに用いられるローラークリーナーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　種々の情報の読み取りあるいは書き込み用として、紙幣類やカード形に形成された製品
が広く用いられている。カード形に形成された製品としては、たとえば、樹脂からなるシ
ート体に磁気記録部を設けたもの、シート体にＩＣメモリを取り付けたもの、シート体に
感熱記録部を設けたもの等がある。
　これらの紙幣類やカード製品（カード状部材）との間で情報を授受する処理機は、カー
ド状部材を、処理機の投入口から情報の読み取りあるいは書き込み位置等の所要の処理を
行う位置までカード状部材を引き込み、その引き込み位置で情報を処理した後、カード状
部材を投入口に戻し、あるいは装置内に取り込む等の操作がなされる。
【０００３】
　このカード状部材の処理機におけるカード状部材の引き込みおよび戻し等の操作は、処
理機の内部に設けられた搬送ベルトあるいは搬送ローラー等の搬送機構を介してなされる
。カード状部材はこれらの搬送ベルトや搬送ローラーに接触して搬送されることになるか
ら、何回も処理機にカード状部材を通していくと、紙幣やカードに付着した汚れが処理機
に設けられている搬送機構に付着して、搬送ベルトや搬送ローラーが徐々に汚れていく。
こうして搬送機構に汚れが付着する結果、カード状部材の引き込み不良や、カード状部材
とセンサとの位置決め誤差から、情報の処理が的確になされなくなるといった問題が生じ
る。
【０００４】
　したがって、カード状部材の処理機では、定期的に搬送機構の汚れをクリーニングする
必要がある。しかしながら、搬送機構をクリーニングする作業は煩雑であるために、より
簡単にクリーニングできる方法としていろいろな方法が提案されている（特許文献１～５



(3) JP 4641972 B2 2011.3.2

10

20

30

40

50

参照）。たとえば、カード形に形成したシート体にクリーニング部を設けたクリーナーを
処理機の送入口から差し込み、搬送機構を作動させることにより、クリーニング部に搬送
ベルト等の搬送機構を接触させて汚れを取る方法、あるいは、クリーニング部を設けたカ
ード形のクリーナーを処理機内を通過させてセンサをクリーニングするといった方法であ
る。
【特許文献１】特開平９－７１２９号公報
【特許文献２】特開２００１－２０９７５８号公報
【特許文献３】特開２００４－１０２７４０号公報
【特許文献４】特開２００４－１１８９０７号公報
【特許文献５】特開２００４－１４５５７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のクリーニング部を設けたカード形のクリーナーは、操作が簡単で手軽に使用でき
るという利点がある。しかしながら、従来のクリーナーは、搬送用のベルトを循環駆動さ
せた状態、あるいは駆動ローラーを回転駆動させた状態でクリーニング部に搬送ベルトや
回転ローラーを接触させることによってクリーニングするか、あるいは固定されているセ
ンサにクリーニング部を接触させながらクリーナーを通過させてクリーニングするもので
ある。したがって、カード状部材が搬送される際にカード状部材の移動とともに従動して
回転するガイドローラー（従動ローラー）のように、それ自体には駆動力が伝達されない
搬送体については、従来のクリーナーでは何ら積極的なクリーニング作用を奏しない。
【０００６】
　図１１は、カードの搬送機構の例として、駆動機構に連繋して駆動される搬送ベルト５
に対向して従動ローラであるガイドローラー６を配置した例を説明的に示している。ガイ
ドローラー６は、搬送ベルト５上をカードが移動する際にカードを搬送ベルト５との間に
挟んで先送りする作用をなす。この搬送機構に、カード形のクリーナー８を差し入れてク
リーニングする場合は、クリーニング位置でクリーナー８を停止させて搬送ベルト５を循
環駆動させると搬送ベルト５はクリーナー８に接触してクリーニングされるが、ガイドロ
ーラー６はその位置で停止したままとなるから、ガイドローラー６には積極的なクリーニ
ング作用が作用しない。また、クリーナー８を通過させてクリーニングする場合は、搬送
ベルト５とガイドローラー６からクリーナー８に汚れが転写される程度で、搬送ベルト５
やガイドローラー６に固まって付着しているような汚れを積極的に除去するようには作用
しない。
【０００７】
　本発明は、紙幣やカードのカード状部材を搬送する搬送機構を備えた処理機において、
上述したガイドローラーに付着した汚れのように、従来のクリーナーやクリーニング方法
では汚れを的確に除去することができない搬送機構の汚れを確実に除去することができ、
また、取り扱いが簡単で手軽にかつ効率的にカード状部材の搬送機構をクリーニングする
ことができるローラークリーナーを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記目的を達成するため次の構成を備える。
　すなわち、カード状部材の処理機に設けられている、前記カード状部材を処理機内に引
き込む搬送体と、該搬送体に対向して配置された従動ローラーとを備えた、カード状部材
の搬送機構のクリーニングに用いられるローラークリーナーであって、シート体と、該シ
ート体とともに前記処理機のカード状部材の投入口に差し込み可能に、前記シート体にデ
ィスク面を添わせて回転自在に取り付けられたクリーニングディスクとを備え、前記投入
口から前記搬送機構をクリーニングするクリーニング位置に差し込まれることにより、前
記クリーニングディスクが、前記搬送体と従動ローラーに挟圧されて前記搬送体により回
転駆動され、前記従動ローラーが、前記クリーニングディスクの中心を通る、前記搬送体
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の搬送方向に対して直交する経線から偏位した位置においてクリーニングされることを特
徴とする。
　なお、カード状部材を処理機内に引き込む搬送体は、駆動用のモータ等に連繋して設け
られている搬送ベルトあるいは搬送ローラーで、カード状部材に対して搬送力を作用させ
るものをいう。
　また、カード状部材とは、紙幣あるいはカード形に形成された製品を総称し、カード状
部材の処理機とは、カード状部材を処理位置に引き込んで、情報の読み取りあるいは書き
込みをなす装置をいう。カード状部材として対象とする紙幣類には、内外国紙幣、証券、
商品券等があり、カード形製品としては、銀行等において用いられる磁気カード、ＩＣカ
ード、商店等で用いられるサービスカード、乗車券、定期券、入場券等がある。いずれも
シート状に形成され、処理機に投入して所要の処理が施される。
【０００９】
　また、前記シート体に、前記搬送機構によって前記ローラークリーナーが前記投入口か
ら引き込まれる際に、前記クリーニングディスクのディスク面内に前記従動ローラーが位
置するよう、前記投入口に当接して前記ローラークリーナーの引き込み位置を規制するス
トッパ部が設けられていることにより、前記ローラークリーナーを処理機の投入口に差し
込んだ際にローラークリーナーの引き込み位置がストッパ部により位置決めされ、処理機
に設けられている従動ローラーにクリーニングディスクが接触してクリーニングされる。
なお、ストッパ部と投入口との間に別にスペーサ部材を挟むようにして、ローラークリー
ナーの差し込み位置を調節して従動ローラーをクリーニングするように使用することも可
能である。
【００１０】
　また、前記シート体は、前記処理機内に配置されている従動ローラーの位置にクリーニ
ングディスクの位置を位置合わせして、前記処理機の投入口からの差し込み位置が調節可
能な長さに形成され、前記シート体におけるクリーニングディスクの配置位置が設定され
ていることにより、前記処理機の投入口にローラークリーナーを差し込む際に、従動ロー
ラーの配置位置に合わせて差し込み位置を適宜調節して、処理機に配置されている一つも
しくは複数の従動ローラー、または搬送体をクリーニングすることができる。また、投入
口からの配置位置が異なる従動ローラーを備えた異種処理機についても共通に使用するこ
とができる。
　また、前記シート体に、前記ローラークリーナーを前記投入口からの差し込み位置の目
安となる指示部が設けられていることにより、さらに的確にローラークリーナーを使用す
ることができる。
【００１１】
　また、前記クリーニングディスクは、前記シート体の平面領域外に、ディスク面の一部
が突出する配置に設けることもできるし、前記シート体の平面領域内にディスク面の全面
が位置するように配置され、前記シート体に、前記従動ローラーの配置位置に合わせて前
記ディスク面を部分的に露出させる開口孔が設けられているように設けることもできる。
　また、前記クリーニングディスクは、前記シート体の幅方向の一方に偏位して配置され
、前記シート体の他方の側縁部が、前記クリーニングディスクが回転駆動された際に、カ
ード状部材の差し込み方向をガイドするガイド部に当接して前記ローラークリーナーをク
リーニング位置に保持する規制部として形成されていることにより、クリーニング位置で
的確に従動ローラーや搬送体をクリーニングすることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係るローラークリーナによれば、ローラークリーナーを処理機の投入口から差
し込む操作を行うだけで、クリーニング位置において従動ローラーにクリーニングディス
クのディスク面が接触してクリーニングディスクが回転することによって従動ローラーの
表面に付着する汚れが確実に除去される。また、同時にクリーニングディスクが接触する
搬送体もクリーニングされる。ローラークリーナーは処理機の投入口に単に差し込むよう
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にして使用するから、きわめて取り扱いが容易であり、効率的に搬送機構をクリーニング
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
（第１の実施の形態）
　以下、本発明に係るローラークリーナーの第１の実施の形態について添付図面にしたが
って詳細に説明する。
　図１（ａ）は、本発明に係るローラークリーナーの一実施の形態の構成を示す平面図、
図１（ｂ）は側面図である。本実施の形態に示すローラークリーナー１０は、プラスチッ
クからなるシート体１２の片面に、平面形状が円形に形成された２つのクリーニングディ
スク１４ａ、１４ｂを、一方の側縁部１２ｄに沿ってシート体１２の面内で回転可能に取
り付けて形成されている。
【００１４】
　本実施形態のローラークリーナー１０は、種々の情報の読み取りと書き込みに用いられ
るカード形に形成された媒体を取り扱うカード処理機に設けられている搬送機構のクリー
ニングに使用するものであり、カード投入口に差し込むことによって、カード処理機に内
蔵されているカードの搬送機構をクリーニングするように構成されている。このため、ロ
ーラークリーナー１０の全体の厚さ、すなわちシート体１２と、クリーニングディスク１
４ａ、１４ｂとを合わせた厚さは、カード処理機に使用されるカードと略同厚か、カード
よりもやや厚く設定する。
【００１５】
　図１（ａ）に示すように、ローラークリーナー１０のシート体１２は、シート体１２の
基端部１２ａをシート体１２の差し込み部１２ｂよりも幅広に形成し、基端部１２ａと差
し込み部１２ｂとの境界部分を段差形状とし、基端部１２ａの両端からストッパ部１２ｃ
が外方に延出する平面形状がＴ字形に形成される。差し込み部１２ｂの一方の側縁部１２
ｄは他方の側縁部よりも内側に偏位した位置に設けられ、シート体１２の差し込み部１２
ｂの幅寸法はカードの幅寸法よりも幅狭に形成される。
【００１６】
　差し込み部１２ｂの一方の側縁部１２ｄに沿って配置されるクリーニングディスク１４
ａ、１４ｂは、側縁部１２ｄから部分的に突出するように配置される。具体的には、シー
ト体１２におけるクリーニングディスク１４ａ、１４ｂの取り付け位置を、側縁部１２ｄ
から外方に突出するクリーニングディスク１４ａ、１４ｂの最大幅方向における外周位置
と、差し込み部１２ｂの他方の側縁部１２ｅとの間隔（図の幅Ｗ）がカードの幅寸法に一
致するように設定する。
　クリーニングディスク１４ａ、１４ｂが差し込み部１２ｂの側縁部１２ｄから外部に突
出する範囲は、差し込み部１２ｂの幅寸法、クリーニングディスク１４ａ、１４ｂの径寸
法、シート体１２におけるクリーニングディスク１４ａ、１４ｂの取り付け位置を変える
ことによって適宜設定することができる。
【００１７】
　クリーニングディスク１４ａ、１４ｂは、シート体１２の表面に面接触した状態でシー
ト体１２の面と平行に回転するように取り付けられる。本実施形態ではクリーニングディ
スク１４ａ、１４ｂの中心を回転支持部としてのはとめ１６によりシート体１２に係止し
、シート体１２の平面にクリーニングディスク１４ａ、１４ｂが接触しながら回転可能に
取り付けている。なお、クリーニングディスク１４ａ、１４ｂを回転可能にシート体１２
に支持する方法はとくに限定されるものではない。たとえば、ピンによって軸支する方法
、エンボス加工によりシート体１２に一体形成した支持軸に支持する方法等によることが
できる。
【００１８】
　クリーニングディスク１４ａ、１４ｂは搬送ベルトや従動ローラー等のカード状部材の
搬送に用いられる搬送機構に接触して、これらの部材に付着している汚れを除去するため
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のものであり、清浄でやわらかな素材によって形成する。クリーニングディスク１４ａ、
１４ｂとしては、たとえばプラスチック板の両面に不織布あるいは織布を貼着して形成し
たものを使用することができる。シート体１２の表面を円滑面に形成することにより、シ
ート体１２の表面にクリーニングディスク１４ａ、１４ｂを面接触させて添わせた状態で
容易に回転させることができる。
【００１９】
（ローラークリーナーの使用方法）
　図２は、上記ローラークリーナー１０をカード処理機の搬送機構のクリーニングに使用
する例を示す。このカード処理機はＩＣカードに使用する装置の例で、機器本体の一端側
にカード投入口２０が設けられ、他端側の下部にカード排出口２２が設けられている。カ
ード投入口２０から内方に向けて、カードの差し込み方向をガイドする、第１のガイド部
２３と第２のガイド部２４が、カードの幅寸法の幅間隔で対向して配置されている。第２
のガイド部２４の内端から奥側のカード通過領域には、カードの進行方向を横方向から縦
方向に変えてカード排出口２２にカードを導くガイド突起２５が設けられている。
【００２０】
　第２のガイド部２４に沿って、カード投入口２０からカードを内方に引き込む搬送体と
しての搬送ベルト３０が配置されている。搬送ベルト３０はプーリ３１ａ、３１ｂに掛け
渡され、一方のプーリ３１ａに駆動モータが連繋する。第１のガイド部２３と第２のガイ
ド部２４とによって挟まれた領域は、カードスライド面２６に形成される。搬送ベルト３
０が配置されている長手方向にわたり搬送ベルト３０と同幅にカードスライド面２６が開
口する。
【００２１】
　カードスライド面２６とガイド突起２５が設けられているカード通過領域には、カード
を通過させる間隔をあけて、これらに対向する配置に上蓋（不図示）が設けられる。上蓋
には、搬送ベルト３０のプーリ３１ａ、３１ｂに各々対向する配置にガイドローラー４０
ａ、４０ｂが設けられている。このガイドローラー４０ａ、４０ｂは軸線方向を搬送ベル
ト３０の搬送方向（図の矢印方向）に対して直交する配置とし、軸線方向に細長に形成さ
れている。ガイドローラー４０ａ、４０ｂは自由回転可能に上蓋に軸支される。
【００２２】
　図２（ａ）は、カード処理機の通常使用状態である。カード投入口２０にカードを投入
すると、カードは搬送ベルト３０とガイドローラーにより厚さ方向に挟まれ、搬送ベルト
３０が循環移動することにより、第１のガイド部２３と第２のガイド部２４にガイドされ
て機器本体内に引き込まれる。ガイドローラー４０ａ、４０ｂはカードの移動とともに転
動してカードを円滑に前送りする。カードは所定の引き込み位置で停止し、情報の読み取
りあるいは書き込み等の所要の処理がなされた後、カード投入口に戻されるか、さらに内
方に引き込まれてカード排出口２２から排出される。
【００２３】
　図２（ｂ）は、カード処理機の投入口にローラークリーナー１０を差し込んだ状態を示
す。ローラークリーナー１０の差し込み部１２ｂをカード投入口２０に送入すると、差し
込み部１２ｂの他方の側縁とクリーニングディスク１４ａ、１４ｂが第１のガイド部２３
と第２のガイド部２４によりガイドされ、クリーニングディスク１４ａ、１４ｂの一方の
面に搬送ベルト３０が接触し搬送ベルト３０が循環駆動されることにより、ローラークリ
ーナー１０が引き込まれる。ローラークリーナー１０はストッパ部１２ｃがカード投入口
２０の側面に当接して引き込みが停止する。ローラークリーナー１０が引き込み位置で停
止した位置がクリーニング位置である。
【００２４】
　ローラークリーナー１０がクリーニング位置に引き込まれた状態で、一方のクリーニン
グディスク１４ａのディスク面内に一方のガイドローラー４０ａが位置し、他方のクリー
ニングディスク１４ｂのディスク面内に他方のガイドローラー４０ｂが位置する。また、
搬送ベルト３０は差し込み部１２ｂの側方のクリーニングディスク１４ａ、１４ｂが側方
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に突出している領域に位置し、双方のクリーニングディスク１４ａ、１４ｂに接触する位
置にある。
【００２５】
（ローラークリーナーの作用）
　図３は、ローラークリーナー１０がクリーニング位置に引き込まれた状態における搬送
ベルト３０と、ガイドローラー４０ａ、４０ｂと、クリーニングディスク１４ａ、１４ｂ
とを側面方向から見た状態を示す。ガイドローラー４０ａ、４０ｂは付勢部材４１により
搬送ベルト３０に向けて弾性的に押圧して支持されており、ローラークリーナー１０がク
リーニング位置に送入された状態で、ローラークリーナー１０の差し込み部１２ｂから側
方に突出するクリーニングディスク１４ａ、１４ｂの露出部分は、搬送ベルト３０とガイ
ドローラー４０ａ、４０ｂにより弾性的に挟圧される。この状態で搬送ベルト３０が循環
駆動されることによりクリーニングディスク１４ａ、１４ｂと搬送ベルト３０との間の摩
擦力によりクリーニングディスク１４ａ、１４ｂが回転する。
【００２６】
　図４は、カード処理機にローラークリーナー１０が装着された状態で、搬送ベルト３０
が循環駆動された際に、ガイドローラー４０ａ、４０ｂとローラークリーナー１０に作用
する力を示す。上述したように、搬送ベルト３０が循環移動することによってクリーニン
グディスク１４ａ、１４ｂはその中心の回りに回転する。このクリーニングディスク１４
ａ、１４ｂが回転する際の接線方向の移動量Ａをベクトル分解すると、移動量Ａはガイド
ローラー４０ａ、４０ｂを回転軸の回りに回転させる移動量Ａ１と、ガイドローラー４０
ａ、４０ｂの軸線方向への移動量Ａ２に分解される。ガイドローラー４０ａ、４０ｂの軸
線方向への移動量は、クリーニングディスク１４ａ、１４ｂがガイドローラー４０ａ、４
０ｂの表面を軸線方向に擦る作用（スリップ作用）となるものであり、これによってガイ
ドローラー４０ａ、４０ｂに表面に付着した汚れが除去される。
【００２７】
　クリーニングディスク１４ａ、１４ｂが回転する際の移動量Ａのうち、ガイドローラー
４０ａ、４０ｂを回転させる向きの力は、ガイドローラー４０ａ、４０ｂの表面に付着し
ている汚れを除去する作用としては、積極的な作用をなさないが、ガイドローラー４０ａ
、４０ｂの軸線方向にクリーニングディスク１４ａ、１４ｂが擦る作用（スリップ作用）
は、ガイドローラー４０ａ、４０ｂの表面に付着する汚れを除去する作用として、積極的
に作用するものであって、本発明のローラークリーナー１０に特徴的な作用である。すな
わち、ガイドローラー４０ａ、４０ｂにはその全周にわたって汚れが付着するが、クリー
ニングディスク１４ａ、１４ｂが回転駆動されることによりガイドローラー４０ａ、４０
ｂが回転され、これとともにクリーニングディスク１４ａ、１４ｂがガイドローラー４０
ａ、４０ｂを軸線方向に擦るように作用することによって、ガイドローラー４０ａ、４０
ｂに付着した汚れが除去される。
【００２８】
　図５は、クリーニングディスクのディスク面内でのガイドローラー４０の配置例を示す
。同図でＣ位置にあるガイドローラー４０はその回転軸の軸線方向がクリーニングディス
ク１４の径線と同一線上にある場合、すなわちクリーニングディスク１４の中心を通る経
線のうち搬送ベルト３０の搬送方向（３０Ａ）に直交する経線（４０Ａ）上にガイドロー
ラー４０が位置する状態を示す。また、Ｄ位置にあるガイドローラー４０は、その回転軸
の軸線方向がクリーニングディスク１４の径線に直交する位置にある場合を示す。他のガ
イドローラー４０はクリーニングディスク１４の径線に対して角度θだけ傾いた位置にあ
る場合を示す。
　これらのクリーニングディスクのディスク面内におけるガイドローラーの配置のうち、
Ｃ位置にあるガイドローラー４０は、クリーニングディスクによる回転作用が最大で、ク
リーニング作用が最小となる場合であり、Ｄ位置にあるガイドローラー４０は回転作用が
最小で、クリーニング作用が最大となる場合である。
【００２９】
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　本発明に係るローラークリーナーは、クリーニングディスクによる回転作用によってガ
イドローラーの回転軸の軸線方向への擦り作用（スリップ作用）を利用してガイドローラ
ーをクリーニングすることを目的としている。実際に実験した結果によると、クリーニン
グディスクの径方向とガイドローラーの回転軸の軸線方向とが一致する場合にはガイドロ
ーラーに対してはほとんどクリーニング作用が作用せず、クリーニングディスクの径方向
とガイドローラーの回転軸とのなす角度を３０度程度に設定した場合に、もっとも効果的
にガイドローラーをクリーニングすることができた。
【００３０】
　なお、図５のＤ位置にガイドローラーが配置されている場合には、クリーニングディス
ク１４が回転してもガイドローラー４０が回転しないから、そのままの状態ではガイドロ
ーラー４０を全周にわたってクリーニングすることができない。この場合は、カード投入
口２０にローラークリーナー１０を送入した状態で、シート体１２の基端部１２ａをつま
んでローラークリーナー１０を前後に動かすようにすればよい。ローラークリーナー１０
を前後動させることによって、Ｄ位置にあるガイドローラー４０が回転するから、クリー
ニングディスク１４の回転とともにガイドローラー４０が回転することによってガイドロ
ーラー４０を全周にわたってクリーニングすることができる。
【００３１】
　また、ローラークリーナー１０を前後動させる操作によれば、図５のＤ位置のガイドロ
ーラー４０に限らず、クリーニングディスク１４のディスク面内に位置するガイドローラ
ーにも同様に回転作用を作用させてクリーニングすることができる。また、ローラークリ
ーナー１０を前後に移動させるように操作した場合は、カード投入口２０にローラークリ
ーナー１０が引き込まれた状態で図５のＣ位置に位置していたガイドローラー４０が、Ｃ
位置から偏位した位置に移動することになるから、その状態でクリーニングディスク１４
が回転することにより、Ｃ位置ではクリーニング作用（スリップ力）が的確に作用しない
ガイドローラー４０についても確実にクリーニング作用を及ぼすようにすることができる
。
【００３２】
　図４に示すように、搬送ベルト３０を循環駆動させてクリーニングディスク１４ａ、１
４ｂを回転駆動することにより、クリーニングディスク１４ａ、１４ｂからガイドローラ
ー４０ａ、４０ｂに対しては、ガイドローラー４０ａ、４０ｂを軸線方向に移動させよう
とする力（移動量Ａ２）が作用する。ガイドローラー４０ａ、４０ｂは軸線方向への移動
が規制されているから、この移動量Ａ２による作用は、ローラークリーナー１０を第１の
ガイド部２３に向けて押圧する反作用力Ｂとなる。この反作用力Ｂは、ローラークリーナ
ー１０の差し込み部１２ｂが第１のガイド部２３に当接することによって受けられ、搬送
ベルト３０による駆動力を受けてクリーニングディスク１４ａ、１４ｂが回転を続け、ガ
イドローラー４０ａ、４０ｂをクリーニングする作用が続けられることになる。
【００３３】
　すなわち、ローラークリーナー１０の差し込み部１２ｂの他方の側縁部１２ｅは、搬送
ベルト３０によりクリーニングディスク１４ａ、１４ｂが回転駆動された際に生じる反作
用力Ｂによってローラークリーナー１０がクリーニング位置から位置ずれしようとする作
用を第１のガイド部２３に当接することによって規制し、ガイドローラー４０ａ、４０ｂ
に対するクリーニング作用が的確に作用するようにしている。このようにローラークリー
ナー１０を幅方向に寄せるようにする作用は、図４に示すように、シート体１２の幅方向
の一方に偏ってクリーニングディスク１４ａ、１４ｂが配されていることによる。
　図６は、ローラークリーナー１０のシート体１２の幅方向の両側に、対称配置としてク
リーニングディスクを配した例を説明的に示す。この場合には、ローラークリーナー１０
を幅方向に寄せる作用は生じない。
【００３４】
　なお、搬送ベルト３０は、クリーニングディスク１４ａ、１４ｂの一方の面に接触しな
がらクリーニングディスク１４ａ、１４ｂを回転駆動しつつ循環移動することにより、ク
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リーニングディスク１４ａ、１４ｂとの間で摩擦され、搬送ベルト３０の表面に付着する
汚れもクリーニングされる。搬送ベルト３０がクリーニングディスクを横断するように配
置されている場合には、クリーニングディスクが搬送ベルトとの接触範囲に進入する位置
と抜け出る位置の近傍でクリーニングディスクによるクリーニング作用が生じて、搬送ベ
ルトに付着した汚れが効果的に除去される。
【００３５】
（第２の実施の形態）
　図７は、ローラークリーナーの第２の実施の形態の構成を示す。本実施形態のローラー
クリーナー１０は、差し込み部１２ｂの幅寸法をカードの幅寸法と同一とし、差し込み部
１２ｂの平面領域内にディスク面の全面が包含されるように２つのクリーニングディスク
１４ａ、１４ｂを取り付け、クリーニングディスク１４ａ、１４ｂのディスクの平面領域
内に各々開口部１７ａ、１７ｂを設けたものである。開口部１７ａ、１７ｂは、カード処
理機に配置されているガイドローラー４０の配置位置に合わせて開口されている。
【００３６】
　本実施形態のローラークリーナー１０の場合は、カード処理機にローラークリーナー１
０を差し込むことにより、搬送ベルト等の搬送体がクリーニングディスク１４ａ、１４ｂ
の一方の面（シート体１２に接する面とは反対側の面）に接触してクリーニングディスク
１４ａ、１４ｂが回転され、開口部１７ａ、１７ｂ内に位置するガイドローラー４０がク
リーニングディスク１４ａ、１４ｂの他方の面に接触してガイドローラー４０がクリーニ
ングされる。
　本実施形態では、開口部１７ａ、１７ｂに２つずつガイドローラー４０が位置する。こ
のように、クリーニングディスク１４ａ、１４ｂによってクリーニングするガイドローラ
ー４０の数や配置についてはとくに限定されるものではなく、カード処理機に設けられて
いる搬送機構のガイドローラー４０の配置に合わせてクリーニングディスク１４ａ、１４
ｂを配置すればよい。
【００３７】
（第３の実施の形態）
　図８は、ローラークリーナーの第３の実施の形態の構成を示す。本実施形態のローラー
クリーナー１０は、シート体１２を二つ折りとして差し込み部１２ｂを形成し、クリーニ
ングディスク１４ａ、１４ｂをシート部１２ｆ、１２ｇの間に挟み、シート部１２ｆ、１
２ｇの内面でクリーニングディスク１４ａ、１４ｂが面接触して回転するように設けたも
のである。図９は、図８のＥ－Ｅ線断面図を示す。シート部１２ｆにエンボス加工を施し
て円柱状の軸部１３を形成し、軸部１３にクリーニングディスク１４ａ、１４ｂを回転自
在に支持し、軸部１３のシート部１２ｇに対向する端面をシート部１２ｇに溶着して組み
立てられる。
【００３８】
　本実施形態のローラークリーナー１０の場合は部品点数を少なくできること、シート部
１２ｆ、１２ｇによってクリーニングディスク１４ａ、１４ｂが保護されているから、取
り扱い時にクリーニングディスク１４ａ、１４ｂが傷みにくく、カード処理機にローラー
クリーナー１０を差し込みする操作を確実に行えるという利点がある。なお、本実施形態
の変形例として、シート体１２を折り返す場合に、軸部１３の位置に合わせてシート部１
２ｇを折り返す形状としたり、軸部１３に溶着する部位にのみシート部１２ｇを設けると
いった形状とすることも可能である。
【００３９】
（第４の実施の形態）
　図１０（ａ）は、ローラークリーナーの第４の実施の形態の構成を示す。本実施形態の
ローラークリーナー１０は、カード投入口にローラークリーナー１０を差し込む際の差し
込み位置を調節することによって同一の処理機あるいは異種の処理機について、処理機に
設けられている搬送機構をクリーニングできるように構成したものである。ローラークリ
ーナー１０は、カード投入口２０からの差し込み位置が適宜調節できるように、シート体
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１２の長さを設定する。本実施形態では、シート体１２に一つのクリーニングディスク１
４を取り付けたが、シート体１２に取り付けるクリーニングディスク１４の数はとくに限
定されない。
【００４０】
　また、シート体１２にローラークリーナー２０を処理機の投入口に差し込む際に、差し
込み位置の目安となる指示部１２ｈを設けておいてもよい。指示部１２ｈは、シート体１
２の表面に矢印を印刷して設ける方法、差し込み位置を色別に領域によって表示する方法
、シート体１２の側縁に切欠を形成して設ける方法等、種々の方法が利用できる。
　同一機種あるいは異種機種に共通にローラークリーナー１０を使用する場合には、この
ような指示部１２ｈが設けられていると使いやすい。また、シート体１２の端部に指を引
っ掛けるフック孔１２ｉを設けておいても良い。
【００４１】
　図１０（ｂ）は、カード投入口にローラークリーナー１０を差し込んでローラークリー
ナー１０をクリーニング位置に位置合わせした状態を示す。図は、２番目の指示部１２ｈ
（M2)を投入口２０の縁部に位置合わせして差し込んだ状態で、クリーニングディスク１
４のディスク面内に奥側のガイドローラー４０ｂが位置している。クリーニングディスク
１４は若干位置ずれしてもガイドローラー４０ｂのクリーニングに支障はない。差し込み
位置でローラークリーナー１０をわずかに前後させて、ディスク面とガイドローラー４０
ｂが重複するように操作してもよい。ローラークリーナー１０を前後動させることによっ
てガイドローラー４０ｂのクリーニング作用が向上するという利点もある。
　図示例で、次のガイドローラー４０ａをクリーニングする場合は、指示部１２ｈ（M1)
を投入口２０の縁部に位置合わせすればよい。
【００４２】
　前述した図１に示すローラークリーナー１０のように、シート体１２のストッパ部１２
ｃをカード投入口２０に当接させて使用する場合には、シート体１２に取り付けるクリー
ニングディスク１４の取り付け位置をクリーニング対象となる処理機ごとに設計しておく
必要がある。本実施形態のローラークリーナー１０の場合は、差し込み位置を調節するこ
とによって、異種機種でガイドローラーの配置がまちまちとなっている場合でも、共通に
利用できるという利点がある。
　なお、図１に示したストッパ部１２ｃを備えているローラークリーナー１０のようなも
のでも、処理機の投入口への差し込み位置を調節することで、異種の処理機に共通に使用
するように形成することもできる。この場合も、異種の処理機で使用できるようにシート
体１２に差し込み位置を示す指示部１２ｈを設けておくようにするとよい。その場合に、
ストッパ部１２ｃと投入口との間にスペーサを介在させてローラークリーナー１０の引き
込み位置を規制するようにすることも可能である。
【００４３】
　以上、本発明に係るローラークリーナーのいくつかの実施の形態について説明したが、
シート体１２に取り付けるクリーニングディスクは上述したように２連のものや１枚もの
に限らず、３枚以上取り付けることもできる。また、クリーニングディスクの取り付け位
置もシート体１２の側縁に取り付ける場合に限らず、シート体１２の先端縁に取り付ける
こともでき、また、シート体１２の一方の面（片面）に取り付ける場合に限らず、シート
体１２の両面に各々クリーニングディスクを取り付けることも可能である。
【００４４】
　また、上記実施形態ではカードを搬送する搬送機構として搬送ベルト３０を使用したが
、カード送り用として駆動機構に連繋する搬送体として駆動ローラーを使用する場合も同
様に適用できる。駆動ローラーを使用する場合も、駆動ローラーとガイドローラー（従動
ローラー）によってクリーニングディスクのディスク面を挟圧する配置とすることによっ
て、駆動ローラーとガイドローラーの双方の表面に付着する汚れを除去することができる
。
【００４５】
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　また、上記実施形態の処理機では、クリーニングディスク１４ａ、１４ｂを挟んで一方
の面側に搬送ベルト３０が配置され、他方の面側にガイドローラー４０ａ、４０ｂが配置
される構成となっているが、処理機のカード状部材の搬送機構は、駆動部に連繋する搬送
体と従動ローラーとが、常にクリーニングディスクを挟む配置となっていなければならな
いものではない。クリーニングディスクの同一面側に、駆動部に連繋する搬送体と従動ロ
ーラーが配置される構成となっていてもかまわない。また、駆動部に連繋する搬送体と従
動ローラーとはクリーニングディスクを挟んで挟圧力が作用する配置となっていればよく
、必ずしも相互に完全に同一の平面配置位置になければならないものではない。
【００４６】
　上記各実施形態で示したガイドローラーはすべて従動ローラーであり、従来のクリーナ
ーでは従動ローラーについては的確なクリーニングが不可能であるのに対して、本発明に
係るローラークリーナーによれば、従動ローラーの表面を従動ローラーの回転軸の軸方向
に擦る作用（スリップ作用）により確実かつ効率的に従動ローラーをクリーニングするこ
とが可能になる。また、本発明に係るローラークリーナーは従動ローラに限らず、駆動用
の搬送体に従動して移動する搬送機構（ベルト機構）についても同様にクリーニングする
ことができる。
【００４７】
　また、本発明に係るローラークリーナーはシート体にクリーニングディスクを取り付け
た簡素な構造からなるから、製造コストを抑えることができ、クリーニングディスクが汚
れた場合には新品と交換して使用することができる。場合によっては、クリーニングディ
スクのみを交換して使用することもできる。
　また、使用に際してはカード状部材の処理機の投入口に差し込むだけで、処理機の搬送
機構をクリーニングすることができるから、きわめて取り扱いが容易であり、クリーニン
グ作用をきわめて能率的に行うことができる。
【００４８】
　なお、上記実施形態においては、ローラークリーナーをＩＣカードのカード処理機に使
用する例について説明したが、本発明に係るローラークリーナーは磁気カードや紙幣類を
取り扱う処理機についてもまったく同様に適用することができる。たとえば、紙幣識別機
は紙幣を搬送する搬送機構を内蔵しているが、この処理機の場合にも、紙幣を通すことに
よって汚れた搬送機構を本発明に係るローラークリーナーを使用することによって簡単に
クリーニングすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】ローラークリーナーの一実施形態の構成を示す平面図および側面図である。
【図２】カード処理機にローラークリーナーをセットして使用する方法を示す説明図であ
る。
【図３】ローラークリーナーの使用状態における側面図である。
【図４】ローラークリーナーをカード処理機にセットした際の作用を示す説明図である。
【図５】クリーニングディスクのディスク面におけるガイドローラーの配置例を示す説明
図である。
【図６】シート体の幅方向の両側に搬送ベルトが配される場合に使用するローラークリー
ナーの例を示す説明図である。
【図７】ローラークリーナーの第２の実施の形態の構成を示す平面図である。
【図８】ローラークリーナーの第３の実施の形態の構成を示す斜視図である。
【図９】図８のＥ－Ｅ線断面図である。
【図１０】ローラークリーナーの第４の実施の形態の構成とその使用方法を示す説明図で
ある。
【図１１】従来のクリーナーによる作用を示す説明図である。
【符号の説明】
【００５０】
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　１０、１１　ローラークリーナー
　１２　シート体
　１２ｂ　差し込み部
　１２ｃ　ストッパ部
　１２ｈ　指示部
　１３　軸部
　１４、１４ａ、１４ｂ　クリーニングディスク
　１６　はとめ
　１７ａ、１７ｂ　開口部
　２０　カード投入口
　２２　カード排出口
　２６　カードスライド面
　３０　搬送ベルト
　４０、４０ａ、４０ｂ　ガイドローラー

【図２】 【図３】

【図４】
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【図６】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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